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第３期八潮市地域福祉計画見直し版の 

パブリックコメントに寄せられた意見と対応について 
 
 

１ 意見募集期間 

  令和６年１１月２０日（水）から令和６年１２月２０日（金）まで（３１日間） 

２ 意見提出者数・件数 

提出者数 ３人 提出件数 ７件 

３ 意見と市の考え方 

  反映の区分 

   Ａ：意見を反映し、案を修正する（した）        ０件 

   Ｂ：すでに案で対応している              １件 

   Ｃ：案の修正はしないが、実施段階で参考としていく   ２件 

   Ｄ：意見を反映できなかった（しない）         ４件 

   Ｅ：その他（計画とは関係ない意見）          ０件 

 

計画案のページ ご意見の要旨 市の対応・考え方 
反映

区分 

●意見１（計

画掲載ページ

P21） 

相談支援の充実について 

８０５０問題の相談支援、情報等の提

供が必要だと思います。 

８０５０問題の相談支援、情報提供に

ついては、基本目標４施策の柱（１）施

策の内容③「重層的支援体制の構築【八

潮市重層的支援体制整備事業実施計

画】」の関連する取組「属性や世代を問

わない包括的な相談（包括的相談支援事

業）」及び「各種会議・関係機関とのネ

ットワークや地域住民等のつながりの

中から対象者の発見（アウトリーチ等を

通じた継続的支援事業）」において、支

援を行うものと考えております。 

記載につきましては、計画案のとおり

とさせていただきます。 

Ｃ 

●意見２（計

画掲載ページ

なし、第３期

八潮市地域福

地域福祉の基盤の整備について 

活動の目安となる範囲をどのように

設定するかは大きな課題です。地域福祉

圏域との境界線の整合性が取れていな

八潮市地域福祉計画では、より細かな

地域特性に応じた支援体制を構築する

ため、「八潮市高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画」で定めている日常生活

Ｄ 
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祉計画掲載ペ

ージ P62） 

い状況にあります。活動エリアを揃えて

地域福祉の基盤整備を進めていかなけ

ればならないと考えます。 

圏域を地域福祉圏域の基本とし、東部、

西部、南部、北部の４圏域としています。 

地域福祉の活動団体の一つである民

生委員・児童委員協議会は推薦母体であ

る町会・自治会に合わせ、３圏域で活動

しており、圏域に差が生じている状況で

す。 

しかし各活動圏域を変更する場合に

は、関連団体の意見等を伺いながら進め

ていく必要があることから、今後、時期

を捉えながら検討してまいります。 

記載につきましては、計画案のとおり

とさせていただきます。 

●意見３（計

画掲載ページ

なし） 

地区社協や地区町会・自治会連合会の

設置について 

近隣市で設置ケースが多いエリア単

位での検討を行う必要があります。 

地区社協は福祉推進の自主組織的な

役割を担っている法的な位置づけのな

い任意団体であると認識しています。 

現在各地区各支部において事業を展

開、実施しているところですが、現状で

は実情に応じた事業を実施できている

ものと考えておりますことから、今のと

ころ検討しておりません。 

また地区町会・自治会連合会につきま

して、町会・自治会連合会による審議が

必要かつ、町会・自治会連合会からそう

いった意見をいただいたことがないこ

とから、現状においては検討しておりま

せん。 

Ｄ 

●意見４（計

画掲載ページ

なし） 

「地区版」の地域福祉計画の策定につ

いて 

八潮市では地区ごとに高齢化率が大

きく違い、福祉政策の内容の関心も違う

ことから、地区ごとにあった課題解決の

ための計画をかがけると計画進展に効

果があります。地域福祉計画の「地区版」

をエリアごとに策定する環境づくりを

進めてください。 

「地域福祉計画」とは、地域福祉を推

進する上での基本的な方向性・理念を明

らかにする計画であり、高齢者や障がい

者、児童等の福祉の各分野における共通

の事項を横断的に記載する「上位計画」

としても位置付けられています。 

地域福祉計画は、福祉の総合計画的面

を持っており、地域全体の計画であるこ

とや、すでに各地区各支部の実情に応じ

た事業を展開、実施していることから、

ご要望の地区版の地域福祉計画につき
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ましては、現状においては、検討してお

りません。 

記載につきましては、計画案のとおり

とさせていただきます。 

●意見５（計

画掲載ページ

P15、P21） 

相談支援体制の充実について 

地域福祉コーディネーターを活動エ

リアごとに配置してください。 

 

地域福祉コーディネーターの配置に

ついては、基本目標２施策の柱（２）施

策の内容①「地域福祉を担う人材の育

成・支援」の関連する取組「専門職（地

域福祉コーディネーター等）の配置を検

討」において、八潮市社会福祉協議会で

検討を進めています。現在、社会福祉協

議会では、高齢者支援に特化した「生活

支援コーディネーター」を配置していま

すが、今後は、高齢者だけではなく、全

住民を支援の対象とする地域福祉コー

ディネーターの配置ができるよう、地域

の社会資源の把握、情報収集・整理や関

係機関との連絡・調整に努め、住民等と

の関わりの中で地域福祉コーディネー

ターとしてのノウハウを学んでいると

ころです。市としましても、社会福祉協

議会に地域福祉コーディネーターを配

置できるよう、連携してまいります。 

 記載につきましては、計画案のとおり

とさせていただきます。 

Ｂ 

●意見６（計

画掲載ページ

P21） 

相談支援体制の充実について 

町会・自治会担当職員が町会・自治会

への福祉に関する相談事にのる体制づ

くりを進めてください。 

町会・自治会担当職員の業務内容は、

町会・自治会連合会の総会等に参加し、

市の施策などの情報提供を行うほか、町

会・自治会からの市に対する意見等を担

当課へ伝える役割と規定されています。 

今後につきましても、福祉に関する相

談、支援は引き続き担当課で対応いたし

ます。 

Ｄ 

●意見７（計

画掲載ページ

P14、P23） 

重層的支援体制の構築について 

「若年性認知症や高次脳機能障害の

早期発見・早期対応と介護支援の充実」

という施策を位置付けてください。もし

くは「これまでの制度では支援が十分に

若年性認知症や高次脳機能障害の方

に関する各種支援等個別具体的な事業

については、個別計画である「八潮市高

齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」

及び「八潮市障がい者行動計画・八潮市

Ｃ 
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行き届かなかった人に対しても必要な

支援が継続して行き届くよう、専門相談

支援の充実や医療・福祉などの関係機関

のネットワーク化を推進していきま

す。」といった施策を位置付けてくださ

い。 

障がい福祉計画」に含まれる内容となり

ます。 

記載につきましては、計画案のとおり

とさせていただきます。 

 


